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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　上記光源により照明された原稿の反射光が結像されるイメージセンサと、
　上記イメージセンサの出力を検出する検知手段と、
　上記検知手段の出力レベルを所定のしきい値と比較する比較手段と、
　上記検知手段の出力が目標レベルになるように上記光源を調光する調光手段とを有する
画像読み取り装置であって、
　上記目標レベルよりも低く、上記光源の点灯開始から第１の時間経過後の上記検知手段
の出力レベルが常温では上回り低温では下回るレベルに、第１のしきい値が設定されてい
て、上記光源の点灯開始から上記第１の時間経過後に上記比較手段で、上記第１のしきい
値よりも上記出力レベルが上回る時には、上記調光手段により上記光源の調光を開始し、
上記第１のしきい値よりも上記出力レベルが下回る時には、上記目標レベルよりも高い第
２のしきい値を上回るまで待った後に上記調光手段により上記光源の調光を開始すること
を特徴とする画像読み取り装置。
【請求項２】
　上記調光手段はＰＷＭ制御を行ない、上記調光の開始までは上記ＰＷＭを１００％に保
つことを特徴とする請求項１に記載の画像読み取り装置。
【請求項３】
　上記目標レベルよりも高い第２のしきい値を上回るまで待った後に、さらに第２の時間
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経過後に上記調光手段により上記光源の調光を開始することを特徴とする請求項１に記載
の画像読み取り装置。
【請求項４】
　光源と、上記光源により照明された原稿の反射光が結像されるイメージセンサと、上記
イメージセンサの出力を検出する検知手段と、上記検知手段の出力レベルが目標レベルに
なるように前記光源を調光する調光手段とを有する画像読み取り装置の制御方法であって
、
　上記光源の点灯を開始する点灯工程と、
　上記点灯を開始した後に第１の時間の経過を待つ第１時間待工程と、
　上記目標レベルよりも低く、上記光源の点灯開始から上記第１の時間経過後の上記検知
手段の出力レベルが常温では上回り低温では下回るレベルに、第１のしきい値が設定され
ていて、上記第１時間待工程の後に、上記検知手段の出力レベルと上記第１のしきい値と
を比較する第１比較工程と、
　上記第１比較工程の後、上記検知手段の出力レベルが上記目標レベルよりも高い第２の
しきい値を上回るまで待つ第２比較工程と、
　上記調光手段で調光を行なう調光工程とを有し、
　上記第１比較工程で前記出力レベルが上記第１のしきい値を上回るときには上記調光工
程を開始し、上記第１比較工程で前記出力レベルが上記第１のしきい値を下回るときには
上記第２比較工程を経た後に上記調光工程を開始することを特徴とする画像読み取り装置
の制御方法。
【請求項５】
　第２の時間を待つ第２時間待工程を有し、上記第１比較工程で前記出力レベルが上記第
１のしきい値を下回るときには上記第２比較工程の後に上記第２時間待工程を経た後に上
記調光工程を開始することを特徴とする請求項４に記載の画像読み取り装置の制御方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の各工程をコンピュータに実行させるプログラムを記憶したことを特徴
とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は画像読み取り装置、画像読み取り装置の制御方法及び記憶媒体に関し、特に、
原稿台上に載せられた原稿の反射光又は透過光を読み取るための画像読み取り装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、画像読み取り装置としてＣＣＤリニアイメージセンサ（以下ＣＣＤ）を用いたイメ
ージスキャナが知られている。図６（ａ）、（ｂ）はフラットベッド型スキャナと呼ばれ
る装置の構成を簡単に示したものであり、図６（ａ）は上面図、図６（ｂ）は側面図であ
る。
【０００３】
図６において、Ｄは原稿台ガラス１００上に置かれた読取原稿で、これを光源１０１によ
って照射した反射光をミラー１０２，１０３，１０４によって折り返し、レンズ１０５に
よってＣＣＤ１０６に結像するようにしている。
【０００４】
光源１０１及びミラー１０２，１０３，１０４、レンズ１０５，ＣＣＤ１０６を固定載置
した読み取りユニット１０７を原稿台ガラス１００に平行に、図６中の左方向から右方向
に走査することにより原稿Ｄの全体を読み取り、ＣＣＤ１０６から１ぺ一ジ分の画像信号
を得る。上記ＣＣＤ１０６を載置したＣＣＤボード１１３と画像読み取り装置に固定され
たメインボード１１２は、ケーブル１１１によって接続されている。
【０００５】
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図６（ａ）に示すように、上から下に向かう方向が主走査方向、右から左に向かう方向が
副走査方向となる。外部光からの影響を避けるべく、外装カバー１、原稿抑え１１０によ
って内部は遮光されている。
【０００６】
図７に、出力レベル調整手段を構成する回路ブロック例を示す。調光制御可能な光源１０
１から照射されて原稿に当たった反射光、あるいは原稿を透過した光信号は、レンズ１０
５を介してＣＣＤ１０６に結像される。
【０００７】
ＣＣＤ１０６に結像された光信号は、アナログゲイン調整回路３１によって信号処理され
た後、Ａ／Ｄ変換器３２にてデジタル化される。そして、シエーディング補正回路３、画
像処理回路４に順次供給される。
【０００８】
また、Ａ／Ｄ変換器３２の出力は明時ピーク検知回路５に与えられ、上記明時ピーク検知
回路５でＣＰＵ３６によって指定された領域における、ピーク出力を８ｂｉｔで検出して
記憶される。また、ＣＰＵ３６からの制御信号が出力レベル制御回路６に与えられ、上記
制御信号が出力レベル制御回路６を通じて出力レベルの制御を行うことが可能と成されて
いる。
【０００９】
なお、図７においては、出力レベル制御手段としてランプ１０１の調光制御手段として説
明しているが、ＣＣＤ１０６の蓄積時間制御、電子シャッタレベル制御手段、アナログゲ
イン調整回路３１、及び図示しないA/D変換器のｒｅｆ制御によるゲイン調整手段、さら
に画像処理回路４においてレベル調整手段等のレベル制御手段等、公知の種々の手段を用
いることができる。
【００１０】
しかしながら、よりＳ／Ｎの良い画像を得るためには、図７のような調光制御によること
が最も効果的である。ところで、調光制御を行う上で、ランプの温度特性は無視できない
要素である。図８にランプの温度による相対照度変化の違いを示す。
【００１１】
この場合の相対照度とは、常温時（２５℃）の安定時の照度を１００％としている。実際
に、スキャナで使うランプ照度は、図８でいうと、約５０～５５％の辺りであり、低温時
においても必要なレベルには達するが、それまでには約５０秒かかる。
【００１２】
常温時（２５℃）及び高温時（３５℃）の場合は、約１０秒足らずでそのレベルに達する
。また、出力レベルが飽和した後のグラフを見ると、低温時は出力が下がり続け、なかな
か安定しにくい。常温時及び高温時のように、温度が高くなってくると、早く安定しやす
いという特性がある。
【００１３】
つまり、低温時では必要なレベルに達するまでの時間及び安定化のための時間が長いので
、常温時、高温時に比べて調光制御の時間が圧倒的に長くかかることになる。
【００１４】
調光制御による光信号によって出力レベルを制御する例として、図９に調光制御に関する
フローチャートを示す。図９において、ステップＳ１０１は画像読み取り装置の電源投入
時から処理を行う例をしているため、光源１０１の点灯開始という意味でランプＯＮから
説明している。
【００１５】
通常、光源１０１としては、冷陰極ランプ、ハロゲンランプ等があり、調光制御も電圧制
御、電流制御及び間欠点灯制御などがある出力レベル制御回路６内にてＰＷＭ制御による
のが通例である。
【００１６】
ステップＳ１０１では、通常ランプＯＮのため、ランプＰＷＭ１００％となる。ステップ
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Ｓ１０２では、１０秒間のｗａｉｔ時間を設けて、光源１０１の光量が安定点灯するのを
待つが、このｗａｉｔ時間は、ランプの性能や画像読み取り装置の構成にも依存するため
一定ではない。
【００１７】
ステップＳ１０３は、光源１０１の安定度を測るために明時ピーク検知回路５によって、
明時出力レベルＰｎを検出する。次に、ステップＳ１０４では、目標とするターゲット出
力レベルＰｔ付近に到達するまで調光制御を行う。次に、ステップＳ１０５において、明
時出力レベルＰｎがターゲット出力レベルＰｔに達しているか否かを判断する。この判断
の結果、明時出力レベルＰｎがターゲット出力レベルＰｔに達していない場合は、言うま
でもなくランプのＰＷＭは１００％を維持する。
【００１８】
次に、ステップＳ１０６の0.75秒ごとに明時出力レベルＰｎの検出を繰り返し、明時出力
レベルＰｎがレベルターゲット出力レベルＰｔの±１％以内に達したらステップＳ１０７
以降の安定化制御に移る。
【００１９】
ステップＳ１０８の安定性チェックでは、出力レベルの変動が一定時間（この場合は１．
５秒）の間に１レベル以下の変動に維持されていたら、安定したと判断して調光制御を終
了する。
【００２０】
図１０に、低温時（１０℃）と常温時（２５℃）のランプの出力レベルの変化を示す。常
温時では、ステップＳ１０２の１０秒のｗａｉｔ時間（Ｔ１）を経た後、既に出力レベル
がターゲット出力レベルＰｔ付近に達しているので、ステップＳ１０７のｗａｉｔ時間と
ステップＳ１０８の安定性チェック（Ｔ２）後、調光制御が終了する。
【００２１】
一方、低温時では１０秒のｗａｉｔ時間では、明時出力レベルＰｎがターゲット出力レベ
ルＰｔ近辺に達しないので、ステップＳ１０４～１０６をターゲット出力レベルＰｔ付近
に達するまで行う（Ｔ３）。そして、その後のステップＳ１０７とステップＳ１０８の安
定性チェック（Ｔ４）を行うが、上記の通り低温時には、常温及び高温時に比べてランプ
が安定するために時間がかかるので、安定性チェック時間Ｔ４は長くなる。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
上記図９のフローチャートに従うと、上記図１０のように環境温度が常温時の場合、調光
制御時間（Ｔ１＋Ｔ２）が約３０秒であるのに対して、低温時は調光制御時間（Ｔ３＋Ｔ
４）が約１００秒と常温時に比べて約３，３倍の時間がかかってしまうことになる。すな
わち、従来はトータルの調光制御時間が長くなる問題点があった。
【００２３】
本発明は上述の問題点にかんがみ、低温時において必要なレベルに達するまでの時間及び
安定化するまでの時間を短くできるようにすることを目的とする。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の画像読み取り装置は、光源と、上記光源により照明された原稿の反射光が結像
されるイメージセンサと、上記イメージセンサの出力を検出する検知手段と、上記検知手
段の出力レベルを所定のしきい値と比較する比較手段と、上記検知手段の出力が目標レベ
ルになるように上記光源を調光する調光手段とを有する画像読み取り装置であって、上記
目標レベルよりも低く、上記光源の点灯開始から第１の時間経過後の上記検知手段の出力
レベルが常温では上回り低温では下回るレベルに、第１のしきい値が設定されていて、上
記光源の点灯開始から上記第１の時間経過後に上記比較手段で、上記第１のしきい値より
も上記出力レベルが上回る時には、上記調光手段により上記光源の調光を開始し、上記第
１のしきい値よりも上記出力レベルが下回る時には、上記目標レベルよりも高い第２のし
きい値を上回るまで待った後に上記調光手段により上記光源の調光を開始することを特徴
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とする。
　また、本発明の画像読み取り装置の他の特徴とするところは、上記調光手段はＰＷＭ制
御を行ない、上記調光の開始までは上記ＰＷＭを１００％に保つことを特徴とする。
　また、本発明の画像読み取り装置のその他の特徴とするところは、上記目標レベルより
も高い第２のしきい値を上回るまで待った後に、さらに第２の時間経過後に上記調光手段
により上記光源の調光を開始することを特徴とする。
ことを特徴とする。
【００２５】
　本発明の画像読み取り装置の制御方法は、光源と、上記光源により照明された原稿の反
射光が結像されるイメージセンサと、上記イメージセンサの出力を検出する検知手段と、
上記検知手段の出力レベルが目標レベルになるように前記光源を調光する調光手段とを有
する画像読み取り装置の制御方法であって、上記光源の点灯を開始する点灯工程と、
　上記点灯を開始した後に第１の時間の経過を待つ第１時間待工程と、上記目標レベルよ
りも低く、上記光源の点灯開始から上記第１の時間経過後の上記検知手段の出力レベルが
常温では上回り低温では下回るレベルに、第１のしきい値が設定されていて、上記第１時
間待工程の後に、上記検知手段の出力レベルと上記第１のしきい値とを比較する第１比較
工程と、上記第１比較工程の後、上記検知手段の出力レベルが上記目標レベルよりも高い
第２のしきい値を上回るまで待つ第２比較工程と、上記調光手段で調光を行なう調光工程
とを有し、上記第１比較工程で前記出力レベルが上記第１のしきい値を上回るときには上
記調光工程を開始し、上記第１比較工程で前記出力レベルが上記第１のしきい値を下回る
ときには上記第２比較工程を経た後に上記調光工程を開始することを特徴とする。
　また、本発明の画像読み取り装置の制御方法の他の特徴とするところは、第２の時間を
待つ第２時間待工程を有し、上記第１比較工程で前記出力レベルが上記第１のしきい値を
下回るときには上記第２比較工程の後に上記第２時間待工程を経た後に上記調光工程を開
始することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の記憶媒体は、上記に記載の画像読み取り装置の制御方法を実行する各工程をコ
ンピュータに実行させるプログラムを記憶したことを特徴とする。
【００２７】
【作用】
本発明は上記技術手段を有するので、環境温度が低温であると判断した場合には、目標と
するレベルよりも上のレベルまで出力レベルが上げられることにより、ランプが安定化制
御に入っって出力が安定するまでの時間を短くすることが可能となる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
　図１に、本発明の画像読み取り装置、画像読み取り装置の制御方法及び記憶媒体の第１
の実施形態の処理手順を説明するフローチャートを示す。
【００２９】
最初のステップＳ２０１は、画像読み取り装置の電源投入時からを例にしているため、光
源１０１の点灯開始という意味でランプＯＮから説明している。通常光源１０１としては
、冷陰極ランプ、ハロゲンランプ等があり、調光制御も電圧制御、電流制御及び間欠点灯
制御などがある。
【００３０】
また、実際の制御は、図７に示した出力レベル制御回路６内にてＰＷＭ制御によるのが通
例である。ステップＳ２０１では通常ランプＯＮのため、ランプＰＷＭ１００％となる。
次のステップＳ２０２では、１０秒間のｗａｉｔ時間を設けて、光源１０１の光量が安定
点灯するのを待つが、このｗａｉｔ時間は、光源１０１の性能や画像読取装置の構成にも
依存するため一定ではない。
【００３１】
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本実施形態では、予めランプ出力のしきい値Ｐｓを、図３における第１の時間Ｔ１’（こ
の場合は１０秒）経過後に常温では上回り、低温では下回るレベルに設定しておき、第１
の時間Ｔ１’が経過後のステップＳ２０３で検出した明時ピーク出力レベルＰｎと、しき
い値ＰｓとをステップＳ２０４で比較して、明時出力レベルＰｎ≦Ｐｓのときにはスキャ
ナ本体が低温環境であると判定するようにしている。
【００３２】
図２に、ランプのＰＷＭの変化による安定時のランプの管壁温度の変化の様子を示す。こ
の図２から、安定時のランプの管壁温度とランプのＰＷＭにはほぼ比例関係があることが
わかる。
【００３３】
上述した図８より、ランプの管壁温度が高いほど安定化のための時間が短い。よって、図
２及び図８より、ランプの安定化の時間である第４の時間Ｔ４’を短くするためには、ラ
ンプ管壁温度を高くすること、つまり、ランプの出力が高い状態で安定化を図ることが重
要となる。
【００３４】
ランプの出力レベルがしきい値Ｐｓまで行っていない低温状態のときに、ステップＳ２０
５でランプのＰＷＭが１００％の状態で一定時間の待ち時間を入れる。この待ち時間の設
定は、これを入れることによって第３の時間Ｔ３’は長くなるが、長くなった分よりも安
定化に要する時間である。第４の時間Ｔ４’がより短くなるようにすることによって、結
果的に「第３の時間Ｔ３’」と「第４の時間Ｔ４’」との合計時間が短くなるような時間
に設定する。
【００３５】
そして、明時出力レベルＰｎがターゲット出力レベルＰｔに達した後は、光源１０１が安
定するのを待つために、ステップＳ２０９とステップＳ２１０の明時出力レベルＰｎの安
定性チェックで１．５秒の間に出力レベルの変化が「１」以下に収まるまで繰り返し、安
定したと判断すると調光制御を終了する。
【００３６】
図３に、本実施形態を用いたときのランプの出力レベルの時間経過を示す。
本実施形態では、ランプのＰＷＭ１００％の状態で一定の待ち時間を入れることによって
調光制御時間である第３の時間Ｔ３’に，従来例よりも長い時間を取るようにしている。
すると、ステップＳ２０４で明時出力レベルＰｎがしきい値Ｐｓに達したときに、図３の
第３の時間Ｔ３’終了時のように、出力レベルがターゲット出力レベルＰｔよりも高い状
態になる。
【００３７】
そして、ステップＳ２０６でターゲット出力レベルＰｔ±１％になるようにＰＷＭを調節
してレベルを抑えることになるが、このときは既にランプの管壁温度は高くなっているの
で、その後の安定化制御時間ではランプ管壁の温度が高いために安定しやすくなり、安定
化の時間である第４の時間Ｔ４’を従来例より短くすることが可能である。
【００３８】
調光制御の時間が長くなる分よりも、安定化のための時間が短くなるように、つまり、（
Ｔ３’－Ｔ３）≦（Ｔ４－Ｔ４’）となるように、ステップＳ２０５の待ち時間を設定す
ることによって、トータルの調光制御時間を短くすることが可能である。
【００３９】
本実施形態で入れるステップＳ２０５の一定の待ち時間はランプの特性などにより変動す
るが、同じランプを使うのであれば、この待ち時間の設定を変更するだけで、最適なラン
プの調光制御時間を設定することが可能となる。
【００４０】
（第２の実施形態）
図４に本発明の第２の実施形態を示す。図４において、最初のステップＳ３０１は、画像
読み取り装置の電源投入時からを例にしているため、光源１０１の点灯開始という意味で
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ランプＯＮから説明している。通常光源１０１としては、冷陰極ランプ、ハロゲンランプ
等があり、調光制御も電圧制御、電流制御及び間欠点灯制御などがある。出力レベル制御
回路６内にてＰＷＭ制御によるのが通例である。
【００４１】
最初のステップＳ３０１では通常ランプＯＮのため、ランプＰＷＭ１００％となる。次の
ステップＳ３０２では、１０秒間のｗａｉｔ時間を設けて、光源１０１の光量が安定点灯
するのを待つが、このｗａｉｔ時間は、ランプの性能や画像読み取り装置の構成にも依存
するため一定ではない。
【００４２】
本実施形態では、予めランプ出力のしきい値Ｐｓを、図５における第１の時間Ｔ１”（こ
の場合は１０秒）経過後に常温では上回り、低温では下回るレベルに設定しておき、第１
の時間Ｔ１”経過後のステップＳ３０３で検出した明時出力レベルＰｎと、しきい値Ｐｓ
をステップＳ３０４で比較して、明時出力レベルＰｎ≦Ｐｓ、の時にはスキャナ本体が低
温環境であると判定する。
【００４３】
ステップＳ３０４において、低温環境であると判定された場合はステップＳ３０６におい
て明時出力レベルＰｎを検出し、ステップＳ３０７で明時出力レベルＰｎがターゲット出
力レベルＰｔよりも高く設定されたＰｖｔに達したか否かを判定する。この判定の結果、
達していない場合はステップＳ３０８の待ち時間を行った後再びステップＳ３０６，ステ
ップＳ３０７の処理を行う。
【００４４】
明時出力レベルＰｎがＰｖｔに達したら、ステップＳ３０９の５秒間の待ち時間を行った
後、ステップＳ３０５の調光制御を行う。なお、ステップＳ３０４において明時出力レベ
ルＰｎがしきい値Ｐｓに達している場合は常温以上の環境にあると判断して、ステップＳ
３０５を行う。
【００４５】
次に、ステップＳ３１０で明時出力レベルＰｎがターゲット出力レベルＰｔに到達するま
でステップＳ３０５を繰り返し、到達したらステップＳ３１１，ステップＳ３１２の安定
化制御に移り、ステップＳ３１２の安定化制御では１．５ｓｅｃの間に出力レベルの変動
が１レベルに抑えられると安定化されたと判定して全ての調光制御を終了する。
【００４６】
図５に、本実施形態を用いたときのランプの出力レベルの時間経過を示す。
ステップＳ３０４で低温状態と判定された場合、ランプのＰＷＭを１００％に保った状態
で明時出力レベルＰｎをターゲット出力レベルＰｔよりも高いターゲットＰｖｔまで上げ
ていく。ターゲット出力レベルＰｔよりも上のレベルに必ず一度上げることにより、ラン
プ管壁温度を従来例よりも高い状態に持っていくことができる。
【００４７】
ターゲットＰｖｔに達したら、特定の待ち時間（この場合は５秒間）を入れて、さらにラ
ンプ管壁の温度を高くするとともに、ステップＳ３０５の調光制御に入る前におけるラン
プの出力レベルのばらつきをある程度の範囲に抑えることができる。
【００４８】
そして、ステップＳ３１０でターゲット出力レベルＰｔ±１％になるようにＰＷＭを調節
してレベルを抑えることになるが、このとき、既にランプの管壁温度は高くなっているの
で、その後の安定化制御時間では、図８にもある通り、安定しやすくなり安定化の時間Ｔ
４”を従来の安定化時間Ｔ４よりも短くすることが可能である。
【００４９】
本実施形態における第３の時間Ｔ３”は、上述した第３の時間Ｔ３よりも長くなるが、本
実施形態における第３の時間Ｔ３”が長くなる分よりも、安定化のための時間が短くなる
ようにすることができる。つまり、（Ｔ３”－Ｔ３）≦（Ｔ４－Ｔ４”）となるように、
ステップＳ３０７のレベルＰｖｔ、及びステップＳ３０９の待ち時間を設定することによ
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り、トータルの調光時間を短くすることが可能である。
【００５０】
図１１に、本発明の画像読み取り装置を構成するコンピュータシステムの一例を示す。
図１１は、一般的な画像読み取り装置の制御装置の構成を示す図である。図１１において
、１２００はコンピュータＰＣである。上記ＰＣ１２００は、ＣＰＵ１２０１を備え、Ｒ
ＯＭ１２０２またはハードディスク（ＨＤ）１２１１に記憶された、あるいはフロッピー
ディスクドライブ（ＦＤ）１２１２より供給されるネットワーク印刷デバイス制御ソフト
ウェアを実行し、システムバス１２０４に接続される各デバイスを制御する。
【００５１】
１２０３はＲＡＭで、ＣＰＵ１２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。１２
０７はディスクコントローラ（ＤＫＣ）で、ブートプログラム（起動プログラム：パソコ
ンのハードやソフトの実行（動作）を開始するプログラム）、複数のアプリケーション、
編集ファイル、ユーザファイルそしてネットワーク管理プログラム等を記憶するハードデ
ィスク（ＨＤ）１２１１、及びフロッピーディスク（ＦＤ）１２１２とのアクセスを制御
する。
【００５２】
１２０８はネットワークインタフエースカード（ＮＩＣ）で、実施形態の画像読み取り装
置を、ＬＡＮ１２２０を介してネットワークに接続する場合に使用するものである。
【００５３】
上記ＰＣ１２００のＣＰＵ１２０１、ＲＯＭ１２０２またはハードディスク（ＨＤ）１２
１１に記憶されたプログラムにより、本実施形態の画像読み取り装置における環境判定手
段、調光手段、レベル検出手段、制御手段等が構成されている。
【００５４】
（本発明の他の実施形態）
本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、リーダ、プリ
ンタ等）から構成されるシステムに適用しても１つの機器からなる装置に適用しても良い
。
【００５５】
また、上述した実施の形態の機能を実現するように各種のデバイスを動作させるように、
上記各種デバイスと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに対し、上記実施
の形態の機能を実現するためのソフトウェアのプログラムコードを供給し、そのシステム
あるいは装置のコンピュータ（ＣＰＵあるいはＭＰＵ）に格納されたプログラムに従って
上記各種デバイスを動作させることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。
【００５６】
また、この場合、上記ソフトウェアのプログラムコード自体が上述した実施の形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコード自体、及びそのプログラムコードをコンピ
ュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記憶媒体は本発
明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記憶媒体としては、例えばフロッピー
ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、
不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００５７】
また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、上述の実施形
態で説明した機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードがコンピュータにおい
て稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）あるいは他のアプリケーションソフト
等の共同して上述の実施の形態で示した機能が実現される場合にもかかるプログラムコー
ドは本発明の実施の形態に含まれることは言うまでもない。
【００５８】
さらに、供給されたプログラムコードがコンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに
接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そのプログラムコードの指
示に基いてその機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部



(9) JP 4392947 B2 2010.1.6

10

20

30

または全部を行い、その処理によって上述した実施の形態の機能が実現される場合にも本
発明に含まれる。
【００５９】
【発明の効果】
上述したように、本発明によれば、簡単な構成で使用環境を判定することができる。また
、使用環境にかかわらず、出力が安定するまでの時間を短くすることが可能となり、トー
タルのスキャン時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を説明するためのフローチャートである。
【図２】実施形態のランプのＰＷＭの変化による安定時のランプの管壁温度の変化の様子
を示す図である。
【図３】実施形態を用いたときのランプの出力レベルの時間経過を示す特性図である。
【図４】本発明の第２の実施形態を説明するためのフローチャートである。
【図５】第２の実施形態におけるランプの出力レベルの時間経過を示す特性図である。
【図６】画像読み取り装置の概略構成を示す上面図である。
【図７】出力レベル調整を行う回路の一例を示すブロック図である。
【図８】点灯後の経時変化の一例を示す特性図である。
【図９】調光制御の手順を説明するフローチャートである。
【図１０】低温時（１０℃）と常温時（２５℃）のランプの出力レベルの変化を説明する
動作出力特性図である。
【図１１】本実施形態の画像読み取り装置の制御装置を構成するコンピュータシステムの
一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
３　シエーディング補正回路
４　画像処理回路
５　明時ピーク検知回路
６　出力レベル制御回路
３１　アナログゲイン調整回路
３２　Ａ／Ｄ変換器
３６　ＣＰＵ
１０１　光源
１０５　レンズ
１０６　ＣＣＤ
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